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ⅡⅡⅡⅡ        調調調調    査査査査    結結結結    果果果果    のののの    概概概概    要要要要    

 

１１１１    仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立支援両立支援両立支援両立支援のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて    

 

（（（（１１１１））））    育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況    育児休業制度の規定状況をみると、就業規則に「規定している」が 85.4％で、前回調査（平成
22年度）の 84.3％と比べると、1.1ポイント増となっている。 これを規模別にみると、100 人～299 人及び 300 人以上で 100％と最も高く、規模が小さくなるほど低くなっており、10～29人で 63.9％となっている。 また、産業別では、金融・保険・不動産業が 97.1％と最も高く、次いで運輸・通信業が 93.8％、サービス業が 85.9％の順となっている。（図１－１） 

 図図図図１１１１－－－－１１１１    育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況    
 85.463.9 86.8 100.0100.075.0 83.1 93.885.0 97.175.9 85.90 20 40 60 80 100

調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動産業飲 食 店 ・ 宿 泊 業サ　ー　ビ　ス　業 （％）
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（（（（２２２２））））    育児休業育児休業育児休業育児休業のののの期間期間期間期間    制度の規定がある事業所における育児休業が取得できる期間をみると、正規労働者においては、「子が１歳半未満」が 44.0％と最も高く、次いで「子が１歳未満」が 37.5％、「子が３歳未満」が
11.5％、「子が２歳未満」が 4.1％となっている。（表１－１） パートタイム労働者においては、「子が１歳半未満」が 41.6％と最も高く、次いで「子が 1歳未満」が 35.1％、「子が３歳未満」が 5.9％、「子が２歳未満」が 2.4％となっている。（表１－２） 
 

 表表表表１１１１－－－－１１１１    育児休業育児休業育児休業育児休業のののの期間期間期間期間（（（（正規正規正規正規労働者労働者労働者労働者））））    
 

 表表表表１１１１－－－－２２２２    育児休業育児休業育児休業育児休業のののの期間期間期間期間（（（（パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者））））    
 

 

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 339 ) 35.1 ( 119 ) 41.6 ( 141 ) 2.4 ( 8 ) 5.9 ( 20 ) 0.3 ( 1 ) 14.7 ( 50 )１０人～２９人 100.0 ( 78 ) 39.7 ( 31 ) 35.9 ( 28 ) 2.6 ( 2 ) 2.6 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 19.2 ( 15 )３０人～９９人 100.0 ( 92 ) 43.5 ( 40 ) 31.5 ( 29 ) 2.2 ( 2 ) 6.5 ( 6 ) 0.0 ( 0 ) 16.3 ( 15 )１００人～２９９人 100.0 ( 55 ) 38.2 ( 21 ) 40.0 ( 22 ) 3.6 ( 2 ) 5.5 ( 3 ) 0.0 ( 0 ) 12.7 ( 7 )３００人以上 100.0 ( 114 ) 23.7 ( 27 ) 54.4 ( 62 ) 1.8 ( 2 ) 7.9 ( 9 ) 0.9 ( 1 ) 11.4 ( 13 )建　　　設　　　業 100.0 ( 12 ) 41.7 ( 5 ) 16.7 ( 2 ) 16.7 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 25.0 ( 3 )製　　　造　　　業 100.0 ( 54 ) 42.6 ( 23 ) 27.8 ( 15 ) 3.7 ( 2 ) 5.6 ( 3 ) 0.0 ( 0 ) 20.4 ( 11 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 15 ) 46.7 ( 7 ) 20.0 ( 3 ) 6.7 ( 1 ) 13.3 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 13.3 ( 2 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 68 ) 29.4 ( 20 ) 48.5 ( 33 ) 0.0 ( 0 ) 11.8 ( 8 ) 0.0 ( 0 ) 10.3 ( 7 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 34 ) 5.9 ( 2 ) 76.5 ( 26 ) 0.0 ( 0 ) 2.9 ( 1 ) 2.9 ( 1 ) 11.8 ( 4 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 22 ) 18.2 ( 4 ) 50.0 ( 11 ) 0.0 ( 0 ) 4.5 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 27.3 ( 6 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 134 ) 43.3 ( 58 ) 38.1 ( 51 ) 2.2 ( 3 ) 3.7 ( 5 ) 0.0 ( 0 ) 12.7 ( 17 )
計 １歳未満 １歳半未満 無回答・不明２歳未満 ３歳未満 ３歳以上

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 339 ) 37.5 ( 127 ) 44.0 ( 149 ) 4.1 ( 14 ) 11.5 ( 39 ) 0.9 ( 3 ) 2.1 ( 7 )１０人～２９人 100.0 ( 78 ) 48.7 ( 38 ) 38.5 ( 30 ) 3.8 ( 3 ) 5.1 ( 4 ) 0.0 ( 0 ) 3.8 ( 3 )３０人～９９人 100.0 ( 92 ) 45.7 ( 42 ) 37.0 ( 34 ) 2.2 ( 2 ) 13.0 ( 12 ) 0.0 ( 0 ) 2.2 ( 2 )１００人～２９９人 100.0 ( 55 ) 43.6 ( 24 ) 41.8 ( 23 ) 5.5 ( 3 ) 7.3 ( 4 ) 1.8 ( 1 ) 0.0 ( 0 )３００人以上 100.0 ( 114 ) 20.2 ( 23 ) 54.4 ( 62 ) 5.3 ( 6 ) 16.7 ( 19 ) 1.8 ( 2 ) 1.8 ( 2 )建　　　設　　　業 100.0 ( 12 ) 58.3 ( 7 ) 16.7 ( 2 ) 16.7 ( 2 ) 8.3 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )製　　　造　　　業 100.0 ( 54 ) 50.0 ( 27 ) 33.3 ( 18 ) 7.4 ( 4 ) 7.4 ( 4 ) 0.0 ( 0 ) 1.9 ( 1 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 15 ) 33.3 ( 5 ) 26.7 ( 4 ) 6.7 ( 1 ) 26.7 ( 4 ) 0.0 ( 0 ) 6.7 ( 1 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 68 ) 35.3 ( 24 ) 48.5 ( 33 ) 1.5 ( 1 ) 11.8 ( 8 ) 2.9 ( 2 ) 0.0 ( 0 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 34 ) 5.9 ( 2 ) 82.4 ( 28 ) 2.9 ( 1 ) 2.9 ( 1 ) 2.9 ( 1 ) 2.9 ( 1 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 22 ) 31.8 ( 7 ) 63.6 ( 14 ) 0.0 ( 0 ) 4.5 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 134 ) 41.0 ( 55 ) 37.3 ( 50 ) 3.7 ( 5 ) 14.9 ( 20 ) 0.0 ( 0 ) 3.0 ( 4 )
計 １歳未満 １歳半未満 無回答・不明２歳未満 ３歳未満 ３歳以上
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（（（（３３３３））））    育児育児育児育児のためののためののためののための勤務勤務勤務勤務時間時間時間時間短縮短縮短縮短縮等等等等のののの措置措置措置措置    育児のための勤務時間短縮等の措置状況をみると、就業規則に「規定している」が 82.6％で、前回調査（平成 22年度）の 79.6％と比べると、3.0ポイント増となっている。 これを規模別にみると、300 人以上では 99.1％と最も高く、規模が小さくなるほど規定している割合が低く、10～29人が 59.0％となっている。産業別では、金融・保険・不動産業が 94.3％と最も高く、次いでサービス業が 85.9％、製造業が 81.5％の順となっている。（図２－１） 
 

 図図図図２２２２－－－－１１１１    育児育児育児育児のためののためののためののための勤務勤務勤務勤務時間短縮等時間短縮等時間短縮等時間短縮等のののの措置措置措置措置    82.659.0 85.8 94.599.175.0 81.568.8 80.0 94.372.4 85.90 20 40 60 80 100

調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動産業飲 食 店 ・ 宿 泊 業サ　ー　ビ　ス　業 （％）     
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制度の規定がある事業所における措置の期間をみると、正規労働者においては｢子が３歳未満｣が 71.3％、パートタイム労働者においては｢子が３歳未満｣が 65.9％となっている。（表２－１、表２－２） 措置の内容（複数回答）をみると、「始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ」が 84.0％と最も高く、次いで「育児休業に準じた休業制度」が 20.7％、「フレックスタイム制」が 10.3％、「育児に要する経費の援助措置」が 4.7％、「事業所内託児施設の設置・運営」が 4.3％となっている。（図２－２） 
 表表表表２２２２－－－－１１１１    育児育児育児育児のためののためののためののための勤務時間短縮等勤務時間短縮等勤務時間短縮等勤務時間短縮等のののの措置措置措置措置のののの期間期間期間期間（（（（正規労働者正規労働者正規労働者正規労働者））））    

    
 

 表表表表２２２２－－－－２２２２    育児育児育児育児のためののためののためののための勤務時間短縮等勤務時間短縮等勤務時間短縮等勤務時間短縮等のののの措置措置措置措置のののの期間期間期間期間（（（（パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者））））    

 
 

 

 

 

 

 

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 328 ) 65.9 ( 216 ) 16.2 ( 53 ) 18.0 ( 59 )１０人～２９人 100.0 ( 72 ) 63.9 ( 46 ) 16.7 ( 12 ) 19.4 ( 14 )３０人～９９人 100.0 ( 91 ) 67.0 ( 61 ) 12.1 ( 11 ) 20.9 ( 19 )１００人～２９９人 100.0 ( 52 ) 61.5 ( 32 ) 15.4 ( 8 ) 23.1 ( 12 )３００人以上 100.0 ( 113 ) 68.1 ( 77 ) 19.5 ( 22 ) 12.4 ( 14 )建　　　設　　　業 100.0 ( 12 ) 33.3 ( 4 ) 16.7 ( 2 ) 50.0 ( 6 )製　　　造　　　業 100.0 ( 53 ) 58.5 ( 31 ) 20.8 ( 11 ) 20.8 ( 11 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 11 ) 81.8 ( 9 ) 9.1 ( 1 ) 9.1 ( 1 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 64 ) 73.4 ( 47 ) 17.2 ( 11 ) 9.4 ( 6 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 33 ) 78.8 ( 26 ) 9.1 ( 3 ) 12.1 ( 4 )飲 食 店 ・ 宿 泊 業 100.0 ( 21 ) 57.1 ( 12 ) 14.3 ( 3 ) 28.6 ( 6 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 134 ) 64.9 ( 87 ) 16.4 ( 22 ) 18.7 ( 25 )

計 子が3歳未満 子が3歳以上 無回答・不明

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 328 ) 71.3 ( 234 ) 21.6 ( 71 ) 7.0 ( 23 )１０人～２９人 100.0 ( 72 ) 72.2 ( 52 ) 19.4 ( 14 ) 8.3 ( 6 )３０人～９９人 100.0 ( 91 ) 74.7 ( 68 ) 17.6 ( 16 ) 7.7 ( 7 )１００人～２９９人 100.0 ( 52 ) 65.4 ( 34 ) 19.2 ( 10 ) 15.4 ( 8 )３００人以上 100.0 ( 113 ) 70.8 ( 80 ) 27.4 ( 31 ) 1.8 ( 2 )建　　　設　　　業 100.0 ( 12 ) 33.3 ( 4 ) 33.3 ( 4 ) 33.3 ( 4 )製　　　造　　　業 100.0 ( 53 ) 69.8 ( 37 ) 24.5 ( 13 ) 5.7 ( 3 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 11 ) 72.7 ( 8 ) 18.2 ( 2 ) 9.1 ( 1 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 64 ) 76.6 ( 49 ) 20.3 ( 13 ) 3.1 ( 2 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 33 ) 84.8 ( 28 ) 12.1 ( 4 ) 3.0 ( 1 )飲 食 店 ・ 宿 泊 業 100.0 ( 21 ) 81.0 ( 17 ) 14.3 ( 3 ) 4.8 ( 1 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 134 ) 67.9 ( 91 ) 23.9 ( 32 ) 8.2 ( 11 )

計 子が3歳未満 子が3歳以上 無回答・不明
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図図図図２２２２－－－－２２２２    育児育児育児育児のためののためののためののための勤務時間短縮等勤務時間短縮等勤務時間短縮等勤務時間短縮等のののの措置措置措置措置のののの実施内容実施内容実施内容実施内容    84.020.710.34.74.3 20.714.30 20 40 60 80 100

始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ育児休業に準じた休業制度フレックスタイム制育児に要する経費の援助措置事業所内託児施設の設置・運営その他無回答・不明 （％）     
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（（（（４４４４））））    育児休業育児休業育児休業育児休業のののの取得取得取得取得状況状況状況状況    育児休業の取得状況をみると、平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日の間に、育児休業取得対象者のうち、育児休業を取得したのは、正規労働者においては、女性が 96.7％、男性が 3.3％、全体が 30.2％となっている。（図３－１） パートタイム労働者においては、取得者は女性のみで、女性の取得対象者のうち 72.5％となっている。（図３－２）（パートタイム労働者は集計数が少ないため、数値の利用上注意を要する。） 
 図図図図３３３３－－－－１１１１    育育育育児休児休児休児休業業業業のののの取得状況取得状況取得状況取得状況（（（（正規正規正規正規労働者労働者労働者労働者））））    

30.2 32.1 36.7 22.7 30.63.3 5.0 7.5 1.5 2.5

96.7 100.0 96.2 95.0 97.1

020406080100

調 査 産 業 計 １０人～２９人 ３０人～９９人 １００人～２９９人 ３００人以上

（％）
全体男性女性

    
 図図図図３３３３－－－－２２２２    育児休業育児休業育児休業育児休業のののの取得取得取得取得状況状況状況状況（（（（パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者））））    

65.9 40.0
80.0 100.0

63.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

72.5
40.0

80.0 100.0 73.9

020406080100

調 査 産 業 計 １０人～２９人 ３０人～９９人 １００人～２９９人 ３００人以上

（％）
全体男性女性
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（（（（５５５５））））    介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況    介護休業制度の規定状況をみると、就業規則に「規定している」が 80.4％で、前回調査（平成
22年度）の 81.0％と比べると、0.6ポイント減となっている。 これを規模別でみると、300人以上で 100.0％と最も高く、規模が小さくなるほど低くなっており、10～29人で 54.1％となっている。 また、産業別では、金融・保険・不動産業が 97.1％と最も高く、次いで運輸・通信業が 87.5％、サービス業が 81.4％の順となっている。（図４－１） 

 図図図図４４４４－－－－１１１１    介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況    

（％）

80.454.1 81.1 96.4100.075.073.8 87.578.8 97.172.4 81.40 20 40 60 80 100

調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動産業飲 食 店 ・ 宿 泊 業サ　ー　ビ　ス　業     
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（（（（６６６６））））    介護休業介護休業介護休業介護休業のののの期間期間期間期間    制度の規定がある事業所における介護休業が取得できる期間をみると、正規労働者においては、「通算９３日まで」が 76.8％と最も高く、次いで「通算１年まで」が 8.5％、「通算６ヶ月まで」が 6.0％、「限度がなく、必要な期間取得できる」が 1.3％となっている。（表４－１） パートタイム労働者においては、「通算９３日まで」が 74.0％と最も高く、次いで「通算１年まで」が 6.3％、「通算６ヶ月まで」が 2.2％、「限度がなく必要な期間取得できる」が 1.3％となっている。（表４－２） 
 表表表表４４４４－－－－１１１１    介護休業介護休業介護休業介護休業のののの期間期間期間期間（（（（正規正規正規正規労働者労働者労働者労働者））））    

    
 

 表表表表４４４４－－－－２２２２    介護休業介護休業介護休業介護休業のののの期間期間期間期間（（（（パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者））））    
    

 

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 319 ) 74.0 ( 236 ) 2.2 ( 7 ) 6.3 ( 20 ) 1.3 ( 4 ) 2.2 ( 7 ) 14.1 ( 45 )１０人～２９人 100.0 ( 66 ) 69.7 ( 46 ) 1.5 ( 1 ) 6.1 ( 4 ) 4.5 ( 3 ) 3.0 ( 2 ) 15.2 ( 10 )３０人～９９人 100.0 ( 86 ) 76.7 ( 66 ) 2.3 ( 2 ) 1.2 ( 1 ) 1.2 ( 1 ) 1.2 ( 1 ) 17.4 ( 15 )１００人～２９９人 100.0 ( 53 ) 84.9 ( 45 ) 1.9 ( 1 ) 1.9 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 1.9 ( 1 ) 9.4 ( 5 )３００人以上 100.0 ( 114 ) 69.3 ( 79 ) 2.6 ( 3 ) 12.3 ( 14 ) 0.0 ( 0 ) 2.6 ( 3 ) 13.2 ( 15 )建　　　設　　　業 100.0 ( 12 ) 50.0 ( 6 ) 0.0 ( 0 ) 16.7 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 33.3 ( 4 )製　　　造　　　業 100.0 ( 48 ) 75.0 ( 36 ) 0.0 ( 0 ) 4.2 ( 2 ) 2.1 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 18.8 ( 9 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 14 ) 78.6 ( 11 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 14.3 ( 2 ) 7.1 ( 1 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 63 ) 73.0 ( 46 ) 4.8 ( 3 ) 12.7 ( 8 ) 0.0 ( 0 ) 1.6 ( 1 ) 7.9 ( 5 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 34 ) 76.5 ( 26 ) 0.0 ( 0 ) 8.8 ( 3 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 14.7 ( 5 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 21 ) 61.9 ( 13 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 4.8 ( 1 ) 33.3 ( 7 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 127 ) 77.2 ( 98 ) 3.1 ( 4 ) 3.9 ( 5 ) 2.4 ( 3 ) 2.4 ( 3 ) 11.0 ( 14 )
限度がなく必要な期間 その他 無回答・不明計 通算93日まで 通算6ヶ月まで 通算1年まで

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 319 ) 76.8 ( 245 ) 6.0 ( 19 ) 8.5 ( 27 ) 1.3 ( 4 ) 4.1 ( 13 ) 3.4 ( 11 )１０人～２９人 100.0 ( 66 ) 75.8 ( 50 ) 3.0 ( 2 ) 6.1 ( 4 ) 4.5 ( 3 ) 3.0 ( 2 ) 7.6 ( 5 )３０人～９９人 100.0 ( 86 ) 81.4 ( 70 ) 5.8 ( 5 ) 4.7 ( 4 ) 1.2 ( 1 ) 3.5 ( 3 ) 3.5 ( 3 )１００人～２９９人 100.0 ( 53 ) 94.3 ( 50 ) 1.9 ( 1 ) 1.9 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 1.9 ( 1 ) 0.0 ( 0 )３００人以上 100.0 ( 114 ) 65.8 ( 75 ) 9.6 ( 11 ) 15.8 ( 18 ) 0.0 ( 0 ) 6.1 ( 7 ) 2.6 ( 3 )建　　　設　　　業 100.0 ( 12 ) 66.7 ( 8 ) 0.0 ( 0 ) 16.7 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 8.3 ( 1 ) 8.3 ( 1 )製　　　造　　　業 100.0 ( 48 ) 85.4 ( 41 ) 0.0 ( 0 ) 6.3 ( 3 ) 2.1 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 6.3 ( 3 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 14 ) 78.6 ( 11 ) 14.3 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 7.1 ( 1 ) 0.0 ( 0 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 63 ) 73.0 ( 46 ) 4.8 ( 3 ) 17.5 ( 11 ) 0.0 ( 0 ) 4.8 ( 3 ) 0.0 ( 0 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 34 ) 79.4 ( 27 ) 2.9 ( 1 ) 11.8 ( 4 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 5.9 ( 2 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 21 ) 85.7 ( 18 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 4.8 ( 1 ) 9.5 ( 2 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 127 ) 74.0 ( 94 ) 10.2 ( 13 ) 5.5 ( 7 ) 2.4 ( 3 ) 5.5 ( 7 ) 2.4 ( 3 )
限度がなく必要な期間 その他 無回答・不明計 通算93日まで 通算6ヶ月まで 通算1年まで
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（（（（７７７７））））    介護介護介護介護のためののためののためののための所定労働時間短縮等所定労働時間短縮等所定労働時間短縮等所定労働時間短縮等のののの措置措置措置措置    介護のための所定労働時間短縮等の措置状況をみると、就業規則に「規定している」が 78.8％で、前回調査（平成 22年度）の 75.2％と比べると、3.6ポイント増となっている。 これを規模別にみると、300人以上が 98.2％と最も高く、10～29人で 53.3％と最も低くなっている。産業別では、金融・保険・不動産業が 91.4％と最も高く、次いで運輸・通信業が 81.3％、サービス業が 80.1％の順となっている。（図５－１） 措置の内容（複数回答）をみると、「短時間勤務制度」が 66.5％と最も高く、次いで「始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ」が 55.6％、「所定外労働をさせない制度」が 29.1％、「フレックスタイム制」が 6.7％、「介護サービス費用の助成、その他これに準ずる制度」が 1.3％となっている。（図５－２） 
 図図図図５５５５－－－－１１１１    介護介護介護介護のためののためののためののための所定労働時間短縮等所定労働時間短縮等所定労働時間短縮等所定労働時間短縮等のののの措置措置措置措置    78.853.3 79.2 94.598.275.073.8 81.378.8 91.469.0 80.10 20 40 60 80 100

調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動産業飲 食 店 ・ 宿 泊 業サ　ー　ビ　ス　業 （％）     
 図図図図５５５５－－－－２２２２    介護介護介護介護のためののためののためののための所定労働時間短縮等所定労働時間短縮等所定労働時間短縮等所定労働時間短縮等のののの措置内容措置内容措置内容措置内容    

55.629.16.71.3 11.5
66.5

0 10 20 30 40 50 60 70
短時間勤務制度始業・就業時刻の繰上げ、繰下げ所定外労働をさせない制度フレックスタイム制介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度その他 （％）
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（（（（８８８８））））    介護休暇介護休暇介護休暇介護休暇制度制度制度制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況    介護休暇制度の規定状況をみると、就業規則に「規定している」が 70.8％となっている。 これを規模別にみると、300 人以上で 99.1％と最も高く、規模が小さくなるほど低くなっており、10～29人で 41.0％となっている。 また、産業別では、運輸・通信業が 93.8％と最も高く、次いで金融・保険・不動産業が 91.4％、飲食店・宿泊業が 72.4％の順となっている。（図６） 
 図図図図６６６６    介護休暇介護休暇介護休暇介護休暇制度制度制度制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況    70.841.0 61.3 96.499.168.864.6 93.871.3 91.472.466.00 20 40 60 80 100

調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動産業飲 食 店 ・ 宿 泊 業サ　ー　ビ　ス　業 （％）     
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（（（（９９９９））））    子子子子のののの看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況    子の看護休暇制度の規定状況をみると、就業規則に「規定している」が 73.0％で、前回調査（平成 22年度）の 70.0％と比べると、3.0ポイント増となっている。 これを規模別にみると、300 人以上で 95.6％と最も高く、規模が小さくなるほど低くなっており、10～29人で 46.7％となっている。 産業別では、金融・保険・不動産業が 88.6％と最も高く、次いで運輸・通信業が 87.5％、サービス業が 73.1％の順となっている。（図７－１） 
 図図図図７７７７－－－－１１１１    子子子子のののの看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況    73.046.7 68.9 92.795.662.5 70.8 87.572.5 88.658.6 73.10 20 40 60 80 100

調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動産業飲 食 店 ・ 宿 泊 業サ　ー　ビ　ス　業 （％）     
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（（（（10101010））））子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの期間期間期間期間    制度の規定がある事業所における休暇が取得できる期間をみると、正規労働者においては、「子が小学校就学まで」が 82.8％、次いで「子が３歳未満」が 5.5％、「子が小学校３年生まで」が 4.8％、「子が小学校卒業まで」が 2.4％、「子が小学校卒業後も取得できる」が 1.7％となっている。（表７－１） パートタイム労働者においては、「子が小学校就学まで」が 77.2％、次いで「子が３歳未満」が
5.2％、「子が小学校３年生まで」が 3.4％、「子が小学校卒業まで」が 1.7％、「子が小学校卒業後も取得できる」が 0.7％となっている。（表７－２） 

    表表表表７７７７－－－－１１１１    子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの期間期間期間期間（（（（正規正規正規正規労働者労働者労働者労働者））））    
    

 

 表表表表７７７７－－－－２２２２    子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの期間期間期間期間（（（（パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者））））    
    

 

 

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 290 ) 5.2 ( 15 ) 77.2 ( 224 ) 3.4 ( 10 ) 1.7 ( 5 ) 0.7 ( 2 ) 11.7 ( 34 )１０人～２９人 100.0 ( 57 ) 8.8 ( 5 ) 61.4 ( 35 ) 3.5 ( 2 ) 8.8 ( 5 ) 1.8 ( 1 ) 15.8 ( 9 )３０人～９９人 100.0 ( 73 ) 5.5 ( 4 ) 78.1 ( 57 ) 2.7 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 1.4 ( 1 ) 12.3 ( 9 )１００人～２９９人 100.0 ( 51 ) 5.9 ( 3 ) 82.4 ( 42 ) 2.0 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 9.8 ( 5 )３００人以上 100.0 ( 109 ) 2.8 ( 3 ) 82.6 ( 90 ) 4.6 ( 5 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 10.1 ( 11 )建　　　設　　　業 100.0 ( 10 ) 0.0 ( 0 ) 70.0 ( 7 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 30.0 ( 3 )製　　　造　　　業 100.0 ( 46 ) 4.3 ( 2 ) 73.9 ( 34 ) 4.3 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 2.2 ( 1 ) 15.2 ( 7 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 14 ) 0.0 ( 0 ) 64.3 ( 9 ) 7.1 ( 1 ) 7.1 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 21.4 ( 3 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 58 ) 1.7 ( 1 ) 89.7 ( 52 ) 1.7 ( 1 ) 1.7 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 5.2 ( 3 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 31 ) 0.0 ( 0 ) 87.1 ( 27 ) 9.7 ( 3 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 3.2 ( 1 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 17 ) 11.8 ( 2 ) 64.7 ( 11 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 23.5 ( 4 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 114 ) 8.8 ( 10 ) 73.7 ( 84 ) 2.6 ( 3 ) 2.6 ( 3 ) 0.9 ( 1 ) 11.4 ( 13 )
子が小学校卒業まで 子が小学校卒業後も取得できる 無回答・不明計 子が3歳未満 子が小学校就学まで 子が小学校3年生まで

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 290 ) 5.5 ( 16 ) 82.8 ( 240 ) 4.8 ( 14 ) 2.4 ( 7 ) 1.7 ( 5 ) 2.8 ( 8 )１０人～２９人 100.0 ( 57 ) 8.8 ( 5 ) 68.4 ( 39 ) 3.5 ( 2 ) 12.3 ( 7 ) 1.8 ( 1 ) 5.3 ( 3 )３０人～９９人 100.0 ( 73 ) 5.5 ( 4 ) 83.6 ( 61 ) 4.1 ( 3 ) 0.0 ( 0 ) 2.7 ( 2 ) 4.1 ( 3 )１００人～２９９人 100.0 ( 51 ) 5.9 ( 3 ) 90.2 ( 46 ) 2.0 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 2.0 ( 1 )３００人以上 100.0 ( 109 ) 3.7 ( 4 ) 86.2 ( 94 ) 7.3 ( 8 ) 0.0 ( 0 ) 1.8 ( 2 ) 0.9 ( 1 )建　　　設　　　業 100.0 ( 10 ) 0.0 ( 0 ) 90.0 ( 9 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 10.0 ( 1 )製　　　造　　　業 100.0 ( 46 ) 4.3 ( 2 ) 80.4 ( 37 ) 4.3 ( 2 ) 2.2 ( 1 ) 2.2 ( 1 ) 6.5 ( 3 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 14 ) 0.0 ( 0 ) 64.3 ( 9 ) 14.3 ( 2 ) 7.1 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 14.3 ( 2 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 58 ) 1.7 ( 1 ) 94.8 ( 55 ) 1.7 ( 1 ) 1.7 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 31 ) 0.0 ( 0 ) 87.1 ( 27 ) 9.7 ( 3 ) 0.0 ( 0 ) 3.2 ( 1 ) 0.0 ( 0 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 17 ) 17.6 ( 3 ) 82.4 ( 14 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 114 ) 8.8 ( 10 ) 78.1 ( 89 ) 5.3 ( 6 ) 3.5 ( 4 ) 2.6 ( 3 ) 1.8 ( 2 )
子が小学校卒業まで 子が小学校卒業後も取得できる 無回答・不明計 子が3歳未満 子が小学校就学まで 子が小学校3年生まで
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（（（（11111111））））子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの日数日数日数日数    制度の規定がある事業所における休暇が取得できる日数をみると、正規労働者においては、「子１人で年５日、子 2人以上で年 10日まで」が 70.7％、次いで「子の人数に関わらず年５日まで」が 20.7％となっている。（表７－３） パートタイム労働者においては、「子１人で年５日、子 2人以上で年 10日まで」が 65.2％、次いで「子の人数に関わらず年５日まで」が 17.6％となっている。（表７－４） 
 表表表表７７７７－－－－３３３３    子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの日数日数日数日数（（（（正規正規正規正規労働者労働者労働者労働者））））    

    
 

 表表表表７７７７－－－－４４４４    子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの日数日数日数日数（（（（パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者））））    

    
 

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 290 ) 17.6 ( 51 ) 65.2 ( 189 ) 3.4 ( 10 ) 13.8 ( 40 )１０人～２９人 100.0 ( 57 ) 31.6 ( 18 ) 43.9 ( 25 ) 5.3 ( 3 ) 19.3 ( 11 )３０人～９９人 100.0 ( 73 ) 26.0 ( 19 ) 56.2 ( 41 ) 2.7 ( 2 ) 15.1 ( 11 )１００人～２９９人 100.0 ( 51 ) 17.6 ( 9 ) 70.6 ( 36 ) 2.0 ( 1 ) 9.8 ( 5 )３００人以上 100.0 ( 109 ) 4.6 ( 5 ) 79.8 ( 87 ) 3.7 ( 4 ) 11.9 ( 13 )建　　　設　　　業 100.0 ( 10 ) 10.0 ( 1 ) 50.0 ( 5 ) 10.0 ( 1 ) 30.0 ( 3 )製　　　造　　　業 100.0 ( 46 ) 26.1 ( 12 ) 52.2 ( 24 ) 2.2 ( 1 ) 19.6 ( 9 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 14 ) 7.1 ( 1 ) 64.3 ( 9 ) 7.1 ( 1 ) 21.4 ( 3 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 58 ) 13.8 ( 8 ) 75.9 ( 44 ) 3.4 ( 2 ) 6.9 ( 4 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 31 ) 6.5 ( 2 ) 87.1 ( 27 ) 3.2 ( 1 ) 3.2 ( 1 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 17 ) 23.5 ( 4 ) 52.9 ( 9 ) 0.0 ( 0 ) 23.5 ( 4 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 114 ) 20.2 ( 23 ) 62.3 ( 71 ) 3.5 ( 4 ) 14.0 ( 16 )
無回答・不明計 子の人数にかかわらず5日まで 子1人で年5日、子2人以上で年10日まで その他

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 290 ) 20.7 ( 60 ) 70.7 ( 205 ) 4.1 ( 12 ) 4.5 ( 13 )１０人～２９人 100.0 ( 57 ) 38.6 ( 22 ) 45.6 ( 26 ) 5.3 ( 3 ) 10.5 ( 6 )３０人～９９人 100.0 ( 73 ) 27.4 ( 20 ) 61.6 ( 45 ) 5.5 ( 4 ) 5.5 ( 4 )１００人～２９９人 100.0 ( 51 ) 23.5 ( 12 ) 76.5 ( 39 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )３００人以上 100.0 ( 109 ) 5.5 ( 6 ) 87.2 ( 95 ) 4.6 ( 5 ) 2.8 ( 3 )建　　　設　　　業 100.0 ( 10 ) 20.0 ( 2 ) 60.0 ( 6 ) 10.0 ( 1 ) 10.0 ( 1 )製　　　造　　　業 100.0 ( 46 ) 32.6 ( 15 ) 56.5 ( 26 ) 2.2 ( 1 ) 8.7 ( 4 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 14 ) 14.3 ( 2 ) 64.3 ( 9 ) 14.3 ( 2 ) 7.1 ( 1 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 58 ) 15.5 ( 9 ) 79.3 ( 46 ) 3.4 ( 2 ) 1.7 ( 1 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 31 ) 6.5 ( 2 ) 90.3 ( 28 ) 3.2 ( 1 ) 0.0 ( 0 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 17 ) 23.5 ( 4 ) 76.5 ( 13 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 114 ) 22.8 ( 26 ) 67.5 ( 77 ) 4.4 ( 5 ) 5.3 ( 6 )
無回答・不明計 子の人数にかかわらず5日まで 子一人で年5日、子2人以上で年10日まで その他
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（（（（12121212））））短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度のののの導入導入導入導入    短時間正社員制度の導入状況をみると、短時間正社員制度を「導入していない」が 77.6％と最も高く、次いで「導入している」が 11.8％、「制度はないが運用している」が 9.6％となっている。       また、「導入している」を規模別にみると、300人以上で 21.9％と最も高く、100～299人で 7.3％と最も低くなっている。産業別では、運輸・通信業が 25.0％と最も高く、次いでサービス業が 15.4％、飲食店・宿泊業が 13.8％となっている。（表８－１）       導入目的の内容（複数回答）をみると、「女性や高齢者等の雇用の維持」が 65.9％と最も高く、次いで「社員の定着」が 61.2％、「社員の勤労意欲の向上」が 23.5％、「企業イメージや評価の向上」が 11.8％、「人材の新規獲得」が 10.6％となっている。（図８－１） 
 表表表表８８８８－－－－１１１１    短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度のののの導入導入導入導入    

    
 

 図図図図８８８８－－－－１１１１    短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度のののの導入目的導入目的導入目的導入目的    65.961.223.511.810.65.90 10 20 30 40 50 60 70
女性や高齢者等の雇用の維持社員の定着社員の勤労意欲の向上企業イメージや評価の向上人材の新規獲得その他 （％）     

 

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 397 ) 11.8 ( 47 ) 9.6 ( 38 ) 77.6 ( 308 ) 1.0 ( 4 )１０人～２９人 100.0 ( 122 ) 8.2 ( 10 ) 9.0 ( 11 ) 80.3 ( 98 ) 2.5 ( 3 )３０人～９９人 100.0 ( 106 ) 7.5 ( 8 ) 11.3 ( 12 ) 81.1 ( 86 ) 0.0 ( 0 )１００人～２９９人 100.0 ( 55 ) 7.3 ( 4 ) 20.0 ( 11 ) 72.7 ( 40 ) 0.0 ( 0 )３００人以上 100.0 ( 114 ) 21.9 ( 25 ) 3.5 ( 4 ) 73.7 ( 84 ) 0.9 ( 1 )建　　　設　　　業 100.0 ( 16 ) 12.5 ( 2 ) 25.0 ( 4 ) 62.5 ( 10 ) 0.0 ( 0 )製　　　造　　　業 100.0 ( 65 ) 7.7 ( 5 ) 15.4 ( 10 ) 72.3 ( 47 ) 4.6 ( 3 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 16 ) 25.0 ( 4 ) 12.5 ( 2 ) 62.5 ( 10 ) 0.0 ( 0 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 80 ) 7.5 ( 6 ) 8.8 ( 7 ) 83.8 ( 67 ) 0.0 ( 0 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 35 ) 5.7 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 91.4 ( 32 ) 2.9 ( 1 )飲 食 店 ・ 宿 泊 業 100.0 ( 29 ) 13.8 ( 4 ) 3.4 ( 1 ) 82.8 ( 24 ) 0.0 ( 0 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 156 ) 15.4 ( 24 ) 9.0 ( 14 ) 75.6 ( 118 ) 0.0 ( 0 )

計 導入している 制度はないが運用している 無回答・不明導入していない
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（（（（13131313））））仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立両立両立両立をををを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために実施実施実施実施しているしているしているしている措置措置措置措置    仕事と家庭の両立を推進するために実施している措置の内容（複数回答）をみると、「長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進等、労働時間等の設定改善の取組」が 54.2％と最も高く、次いで「女性や高齢者が再就職や継続就業できる機会の提供」が 36.5％、「一般事業主行動計画を策定・届出」が 30.7％、「過重労働及びメンタルヘルス相談窓口の設置」が 27.0%、「短時間勤務や在宅勤務等、柔軟な働き方を支える制度整備」が 19.4％、「男性の育児休業等の取得促進に向けた環境整備」が 15.1％となっている。（図９） 
 図図図図９９９９    家庭家庭家庭家庭とととと仕事仕事仕事仕事のののの両立両立両立両立をををを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために実施実施実施実施しているしているしているしている措置措置措置措置    54.236.530.727.019.415.12.5 16.90 10 20 30 40 50 60

労働時間等の設定改善の取組女性や高齢者が再就職や継続就業できる機会の提供一般事業主行動計画を策定・届出過重労働及びメンタルヘルス相談窓口の設置柔軟な働き方を支える制度整備男性の育児休業等の取得促進に向けた環境整備その他実施していない （％）     
 


